
松楓会役員の報酬等規程 

 

別表１ 役員報酬                          （単位：円） 

役職名 旅費（含む日当） 支給日・日 摘要 

理 事  １５，０００（日額） 理事会開催日      
 

 

監 事 

１５，０００（日額） 理事会開催日      含む評議員会 

２０，０００（日額） 監事監査日  

評議員 １５，０００（日額） 評議員会開催日  

評議員選任・解任委員 １５，０００（日額） 評議員選任・解任委員会 
 

 

  備考 別表 1 の役員(評議員選任・解任委員を除く。)に係る理事会及び評議員会が決議省略 

の場合、報酬額の 3 分の 2 を支払うことができる。ただし、評議員会の決議省略の場合、 

理事及び監事には報酬を支払わないものとする。 

 

 

別表２ 常勤役員（除く施設職員を兼務する者）            （単位：円） 

役職名 旅費（含む月額） 支給日・日 摘要 

理事長 ２００，０００円 毎月１５日  

 

 

別表３ 出張         （単位：円） 

役職名 日当旅費 

理 事  ２５，０００円 

監 事 ２５，０００円 

評議員 ２５，０００円 

評議員選任・解任委員 ２５，０００円 

 


